
 

有田川町空き店舗等活用推進事業補助金交付要綱 
令和3年4月1日 

告示第31号 
(趣旨) 

第１条 この要綱は、空き店舗等において地域資源の活用や地域課題の解

決等社会性を備えたビジネスを継続発展させる者に対して予算の範囲

内で補助金を交付することにより、本町ならではのビジネスの発展、魅

力の発信、及び空き店舗等の活用ひいては産業振興に寄与することを目

的に有田川町補助金等交付規則(平成18年有田川町規則第32号。以下「規

則」という。)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。 
(定義) 

第２条 この要綱において「空き店舗等」とは、別表第1に定める要件を

満たすものとする。 
(補助対象者) 

第３条 補助金の交付対象者は、個人にあっては町内で事業を営んでいる

又は営む予定にあり、町内に住所を有する者又は補助事業完了日までに

町内に転入する予定の者、法人にあっては町内で事業を営む予定にあり、

町内に登記された本店を有する者とし、次の各号に該当する又は該当す

る見込みの者とする。 
(１) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に定める小規

模企業者(以下「小規模企業者」という) 
(２) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48

号)に規定する一般社団法人及び一般財団法人 
(３) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に規定する農事組合法人 

２ 前項に掲げる者のうち、次の各号のいずれかに該当する者は交付対象

から除くものとする。 
(１) 政治活動を行うことを目的とした者 
(２) 宗教活動を行うことを目的とした者 
(３) 暴力団及び暴力団員の統制下にある者 
(４) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法

律第122号)に基づく届出を要する事業を営む者 
(５) 5年以上継続して事業を営む見込みがない者 
(６) 町内から移転し、事業を営む予定の者 
(７) フランチャイズ契約若しくはチェーンストア又はこれらに類する

契約に基づき事業を営む予定の者 
(８) 本事業において過去に補助金の交付を受けた者 
(９) 町税の滞納がある者 
(補助対象事業) 



 

第４条 補助金の交付対象となる事業は、次のいずれかに該当するものと

する。 
(１) 町の地域資源を活用した事業 
(２) 地域課題を解決することが特に認められる事業 
(３) 新規性・独創性が特に認められる事業 
(４) その他町長が特に定める事業 

２ 次のいずれかに該当する事業は対象事業から除くものとする。 
(１) 前条の小規模企業者に該当する農林漁業者のうち、加工を伴わな

い生産物の販売事業 
(２) 有田川町援農・農家民泊推進事業の対象となる事業 
(補助対象経費) 

第５条 補助金交付の対象経費は、別表第2に掲げる空き店舗等の改修工

事に要する費用とする。 
２ 補助金の交付の額は、補助金交付の対象経費に2分の1を乗じて得た額

と40万円のうちいずれか低い額(その額に千円未満の端数金額がある場

合は、当該端数金額を切り捨てた額)とする。 
(補助対象期間) 

第６条 補助金交付の対象となる期間は、交付決定日から交付決定日の属

する年度の3月末日までとし、事業開始日も3月末日までとする。 
(交付の申請) 

第７条 補助金を受けようとする者(以下「補助事業者」という)は、有田

川町空き店舗等活用推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類

を添えて町長に提出しなければならない。 
２ 補助金を受けようとする者は、前項の申請書を提出するにあたり、補

助対象経費に係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び

地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規

定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額

に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得

た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額)がある場合には、これを

減額して提出しなければならない。 
(交付の決定) 

第８条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金

の交付を決定したときは、有田川町空き店舗等活用推進事業補助金交付

決定通知書(様式第2号)により、適当でないと認めるときは、有田川町

空き店舗等活用推進事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申

請者に通知する。 
２ 町長は前項の審査に当たって、申請内容について外部専門家等に意見

を聞くために、有田川町空き店舗等活用推進事業補助金審査会を設置す



 

る。 
(申請内容の変更等) 

第９条 補助事業者は、補助金の交付の決定後、次の各号に定める変更が

生じるときは、直ちに有田川町空き店舗等活用推進事業補助金事業変更

交付(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受

けなければならない。 
(１) 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽

微な変更を除く。 
ア 補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自

由な創意により、より能率的な補助目的達成に資するものと考えら

れる場合 
イ 補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更であ

る場合 
ウ 補助事業の変更を伴わず、単に補助金の額が30パーセント未満の

減額となる場合 
(２) 補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとすると

き。 
(３) 補助対象経費の30パーセントを超える変更 
(４) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める変更 

２ 町長は、前項の規定による申請について内容を審査し、その審査結果

を有田川町空き店舗等活用推進事業補助金変更交付(中止・廃止)承認・

不承認通知書(様式第4号の2)により、当該申請をした補助事業者に通知

するものとする。 
３ 町長は、前項の承認をする場合、補助金の交付決定の内容を変更し、

又は条件を付することができる 
(実績報告) 

第１０条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、事業完了日から起

算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年

度の3月31日のいずれか早い期日までに、有田川町空き店舗等活用推進

事業補助金実績報告書(様式第5号)に、関係書類を添えて町長に提出し

なければならない。 
(確定及び通知) 

第１１条 町長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その

内容を審査し、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内

容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金

の額を確定し、有田川町空き店舗等活用推進事業補助金確定通知書(様
式第6号)により補助事業者に通知するものとする。 
(交付の請求) 



 

第１２条 補助事業者は、前条の規定により補助金額の確定通知を受けた

ときは、速やかに有田川町空き店舗等活用推進事業補助金請求書(様式

第7号)を町長に提出するものとする。 
(補助金の交付) 

第１３条 町長は、前条の規定による請求があったときは、補助事業者に

補助金を交付するものとする。 
(補助金交付決定前着手) 

第１４条 補助金の交付を申請している事業について、申請者が補助事業

の効率的な実施を図るため緊急の必要がある場合その他やむを得ない

事情により当該補助金の交付決定前に当該補助事業に着手する場合に

は、あらかじめ交付決定前着手届(様式第8号)を提出しなければならな

い。 
(財産の管理及び処分) 

第１５条 補助事業者は、補助事業の完了した日の属する年度の終了後5
年を経過する前に、補助事業により取得又は効用の増加した施設等(以
下「施設等」という。)を処分するときは、あらかじめ町長の承認を受

けなければならない。 
２ 町長は、前項の承認をした補助事業者に対し、当該承認に係る施設等

を処分したことにより、当該補助事業者に収入があったときは、交付し

た補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付させることができ

る。 
３ 補助事業者は、補助事業が完了した後も、施設等を適正に管理すると

ともに、補助金交付の目的に従って効果的な運用を図らなければならな

い。 
(補助金の返還) 

第１６条 補助金の交付を受けた補助事業が完了した日の属する会計年

度の終了後5年を経過する前に、次の各号のいずれかに該当したときは、

補助金を全額返還しなければならない。 
(１) 第7条及び第10条に規定する書類に虚偽の記載があったとき 
(２) 第14条に規定する承認を受けず財産を処分したと。 
(３) 空き店舗等で営む事業を6箇月以上の休業又は廃業したとき 
(４) 事業所を町外へ移転するとき 
(５) 補助事業者が町外へ転出するとき。 
(６) その他町長が事業の運営、経理について、不適当と認めたとき 

２ 次の各号のいずれかに該当し、事情やむを得ないと認められるときは、

返還の期間を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を免除するこ

とができるものとする。 
(１) 死亡したとき 



 

(２) 重度心身障害と認められるに至ったとき 
(３) 心身の故障により長期の休養を要するに至ったとき 
(４) その他特別の事由により償還が困難と認められるとき 
(重複交付の禁止) 

第１７条 補助事業者が当該補助事業について、国、県等の他の補助金の

交付を受けた場合は、本要綱に基づく当該年度の補助金は交付しないも

のとする。ただし、他の補助金と補助対象経費が明確に区分できるもの

で、他の補助金の規定を妨げない場合はこの限りでない。 
(補則) 

第１８条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 
附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。 
附 則 

この要綱は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。 
附 則 

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。 
附 則 

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

別表第１(第2条関係) 
区分 共通要件 個別要件 

空き店舗 町内における民間の空き店舗等

で、交付申請時点において、旧金

屋町あるいは旧清水町の区域内に

存する空き店舗等であること。 
店舗兼用住宅の場合、店舗部分と

住居部分が明確に独立しかつ店舗

部分専用の独立した出入口を有す

ること。 
所有者と申請者が異なる場合は、

売買契約又は賃貸借契約を締結し

ていること。 

過去に商業の用又は事

業所の用に供されてい

たこと。 
大規模小売店舗立地法

(平成10年法律第91号)
第2条第2項に規定する

大規模小売店舗内の物

件及び倉庫等について

は対象外とする。 
空き家 過去住居の用に供され

ていたこと。 
別表第２(第5条関係) 

補助対象経費 備考 
内装工事  
外装工事  
給排水工事  
ガス工事  
電気工事  
美装工事  
サイン工事 空き店舗等と一体になっているもの

に限る。 
工事と一体で設置する設備(エアコン、トイレ、照明など)は対象外とす

る。 


